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   砂川市会計規則の一部を改正する規則 

 

 

 砂川市会計規則（平成17年規則第31号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「・第２条」を「―第２条の２」に、「振出」を「振出し」に改める。 

 

第２条第３号を次のように改める。 

(３) 所属長 次に掲げる職員をいう。 

ア 砂川市事務分掌規則（平成10年規則第16号）第３条第１項に規定する部長及び課長並びに会

計課長 

イ 議会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長及

び次長 

ウ 監査事務局の局長 

エ 教育次長及び砂川市教育委員会事務処理規程（平成10年教育委員会訓令第３号）第２条第７

号に規定する課長 

 

第２条第11号を次のように改める。 

(11) 納入通知書等 納入通知書兼領収書（様式第１号。以下「納入通知書」という。）、納税通

知書、納付書、納入書及び戻入通知書兼領収書をいう。 

 

第２条第12号中「納入通知書等」の次に「（当該納入通知書等に記載すべき事項を記録した電磁的

記録を含む。）」を加え、同号を同条第14号とし、同条第11号の次に次の２号を加える。 

(12) 財務会計システム 電子計算機を利用して財務会計に関する事務を総合的に処理する電子情

報処理組織をいう。 

(13) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録をいう。 

 

第１章中第２条の次に次の１条を加える。 

（財務会計システムによる事務処理） 

第２条の２ この規則の規定により行う書類の作成、提出、通知その他の事務処理について、財務会

計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行わなければなら

ない。 

２ この規則の規定により作成する書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録を

もって代えることができる。 

３ 障害その他の事由により財務会計システムを利用することができない場合における事務の取扱い

は、別に定めるところによる。 
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第３条第２項中「２」を「別表２」に改める。 

 

第７条中「署名押印」を「署名」に改める。 

 

第８条第３項中「随時」を削り、「検査」を「随時検査を」に改める。 

 

第13条中「保存」を「保管」に改める。 

 

第15条第２項中「様式第１号」を「様式第２号」に改める。 

 

第17条中「調定額」を「調定金額」に改める。 

 

第18条中「調定書により、」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 第15条から前条までの規定による歳入の調定を財務会計システムにより行った場合において、作

成した当該電磁的記録は、前項の規定による通知とみなす。 

 

第19条第１項中「納入通知書（納入通知書兼領収書）（様式第２号）その他の」を削り、同条第２

項中「納入通知書」を「通知に当たって」に、「通知しなければならない」を「送付しなければなら

ない」に改める。 

 

第20条中「調定額」を「調定金額」に改め、同条第２号中「すでに納入通知書等が送付されている

が、その収納がされていないものについては、直ちに」を削り、「変更後の納付すべき金額」を「当

該調定金額に係る歳入が未だ収納されていない場合においては、改めて納付すべき金額」に改める。 

 

第21条中「当該納入通知書」を「当該納入通知書等」に改める。 

 

第22条に後段として次のように加える。 

 この場合において、市長印の押印に代えてその印影の印刷又は電子情報処理組織による電子印

（電磁的記録に記録した市長印の印影をいう。）の印字によることができる。 

 

第23条第２項中「あわせて」を「併せて」に改める。 

 

第26条の見出しを「（釣銭）」に改め、同条中「釣り銭」を「釣銭」に改める。 

 

 第28条第１項中「（納入通知書兼領収書）」を削る。 

 

 第31条第１項中「の納入」を「の納付」に改め、同条第２項中「払込まなければならない」を「払

い込まなければならない」に改める。 
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第35条第１項中「支払い」を「支払を」に改め、同条第３項中「取り消し後」を「取消し後」に改

める。 

 

第36条の見出し中「払戻」を「払戻し」に改め、同条第１項中「払戻しようとする」を「払い戻す」

に改め、同条第２項中「手続き」を「手続」に、「支払い」を「支払」に改める。 

 

 第37条第２項に後段として次のように加える。 

この場合において、不納欠損処分を財務会計システムにより行うことで作成した当該電磁的記録

は、会計管理者への通知とみなす。 

 

第38条中「調定額」を「調定金額」に改める。 

 

第39条を次のように改める。 

（調定金額と収入金額の照合） 

第39条 会計管理者は、第18条の規定により調定の通知を受けたときは、随時調定金額と納入された

収入金額を照合することにより、当該収入金額について管理するものとする。 

 

第40条第１項中「（磁気ディスクを含む。）」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 会計管理者は、日々の収入を整理するため、歳入日計表（様式第９号）を作成するとともに、収

入原符を年度、会計及び科目別に区分して作成した収入原符総括票（様式第10号）の必要項目を同

表に転記する。 

  

 第40条第３項前段中「うえ」を「上」に改め、同項後段を削る。 

 

第41条第１項中「歳入振替書」を「振替命令書」に改める。 

 

第42条第２項中「別表４」を「、別表４」に改める。 

 

第43条中「支出命令書（様式第13号）又は支出負担行為兼支出命令書（様式第14号の１・14号の２）

（以下これらを」を「支出負担行為兼支出命令書（様式第14号。以下」に改める。 

 

 第44条第１項中「うえ」を「上」に改める。 

 

第46条第１項中「及び４」を「及び別表４」に、「提示」を「提示し、」に改め、同条第２項中

「支出伝票」を「支出命令書」に改め、同条第３項中「前項第１号から第３号」を「前項第１号から

第３号まで」に改め、同条第４項中「同項」を「同号」に改める。 

 

 第47条本文中「すべて」を「全て」に改める。 
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第49条第３号中「消滅される」を「消滅させる」に改める。 

 

第50条中「歳出振替書（様式第15号）」を「振替命令書」に改める。 

 

第57条の見出し中「支払い」を「支払」に改め、同条本文中「支払い」を「支払」に、「うえ」を

「上、」に改める。 

 

第58条中「銀行」を「金融機関」に改める。 

 

第60条第１項中「支払い」を「支払」に改め、同条第３項中「若しくは」を「したとき、又は」に

改める。 

 

 第61条中「４月10日」の次に「（休日等に当たるときは、期日を繰り下げる。）」を加える。 

 

第63条中「第162条第１号から第５号」を「第162条第１号から第５号まで」に改める。 

 

 第64条第１項中「債権」を「債務の額」に改める。 

 

第65条中「第163条第１号から第７号」を「第163条第１号から第７号まで」に改める。 

 

第66条第１項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第３項中「書類には支出負担行為確認印（様

式第20号）を押印し」を「書面により送付された書類は」に改める。 

 

第68条第２項中「あたる」を「当たる」に改める。 

 

第69条及び第72条中「支払い」を「支払」に改める。 

 

第73条第２項中「支払い」を「支払」に改め、同条第３項中「若しくは磁気ディスクの交付又はデ

ータの伝送」を「又は当該口座振込依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」に改め、同条第

４項中「前項の口座振込依頼書若しくは磁気ディスクの交付又はデータの伝送による」を「前項に規

定する」に改める。 

 

 第74条第１項中「支払い」を「支払」に改める。 

 

第76条を次のように改める。 

（支払後の整理） 

第76条 会計管理者は、電磁的記録を用いないで行った支払に係る支出命令書を年度、会計及び科目

別に区分して整理しなければならない。 
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２ 支出命令者は、電磁的記録を用いて行った支払に係る支出命令書を年度、会計及び科目別に区分

して整理しなければならない。 

３ 会計管理者は、前２項に規定する支出命令書の整理後に歳出日計表（様式第24号）を作成しなけ

ればならない。 

 

第５章第５節の節名中「振出」を「振出し」に改める。 

 

第78条中「振出す」を「振り出す」に改める。 

 

第80条第１項後段中「小切手が支払い」を「、小切手が支払を」に改める。 

 

第81条中「支払い」を「支払」に改める。 

 

第82条第１項中「振出した」を「振り出した」に改める。 

 

第83条第３項中「支出命令書」を「支出命令者」に、「手続き」を「手続」に改める。 

 

第84条中「調定書を歳計外受入書（様式第27号）、支出命令書を歳計外払出書（様式第28号）と読

み替えるほか」を「別に定めのあるものを除き」に改める。 

 

第86条第１項中「第156条第１項」を「第156条第１項各号」に改める。 

 

第88条中「手続き」を「手続」に改める。 

 

第90条第１項中「若しくは」を「又は」に、「納入通知書」を「、納入通知書」に改め、同条第２

項中「手続き」を「手続」に改める。 

 

第94条第２項中「５の２」を「別表５の２」に改める。 

 

第97条中「管理及び保管しなければならない」を「管理し、保管しなければならない」に改める。 

 

第99条第１項中「手続き」を「手続」に改める。 

 

第101条第２項中「売却に」を「、売却に」に改める。 

 

第102条第２項中「10万円」を「30万円」に改める。 

 

第106条第３項中「これを審査し」を「当該用品請求票を審査し、払出しを決定したときは、」に改
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める。 

 

 別表２現金分任出納員の項中 

「  

子育て支援課 子育て支援課長 〃 

 子育て支援係長 〃 

 子ども保育係長 〃 

 保育所長 〃 

 保育園長 〃 

                                             」 

を 

「 

子育て支援課 子育て支援課長 〃 

 子育て支援係長 〃 

 子ども保育係長 〃 

 保育所長 〃 

 保育園長 〃 

 子育て支援センター所長 〃 

                                             」 

に改める。 

 

 様式第１号、様式第２号、様式第７号から様式第９号まで及び様式第12号を次のように改める。 

 

様式第13号を次のように改める。 

様式第13号 削除 

  

様式第14号の１を次のように改め、同様式を様式第14号とする。 

 

様式第14号の２及び様式第15号を次のように改める。 

様式第14号の２ 削除 

様式第15号 削除 

   

様式第16号及び様式第17号を次のように改める。 

 

様式第20号を次のように改める。 

様式第20号 削除 

 

様式第22号を次のように改める。 
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 様式第27号及び様式第28号を次のように改める。 

様式第27号 削除 

様式第28号 削除 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の砂川市会計規則の規定は、令和８年度の予算に係る会計事務から適用し、

令和７年度以前の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
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様式第１号 
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様式第２号 
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様式第７号 
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様式第８号 
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様式第９号 
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様式第12号 
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様式第14号 

 



15 

 

様式第16号 

 

 



16 

 

様式第17号 
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様式第22号 

 


